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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮蔽装置であって、
　複数の遮蔽材と、
　前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するための複数のモーターと、
　前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモーターの駆動を制御する
制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、複数の遮蔽材の開閉動作をそれぞれ行うよう設けられた複数のモータ
ーを制御する際に、開操作と閉操作のうちいずれかの開閉操作要求に対して、前記複数の
遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ、いずれの遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽
材に追随させるかについて、当該複数の遮蔽材の開方向と閉方向で個別に当該複数の遮蔽
材が同時動作しないよう予め定めた動作仕様に基づいて遅延動作させるよう制御する機能
を有することを特徴とする電動遮蔽装置。
【請求項２】
　１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮蔽装置であって、
　複数の遮蔽材と、
　前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するための複数のモーターと、
　前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモーターの駆動を制御する
制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、複数の遮蔽材の開閉動作をそれぞれ行うよう設けられた複数のモータ
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ーを制御する際に、開操作と閉操作のうちいずれかの開閉操作要求に対して、前記複数の
遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ、いずれの遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽
材に追随させるかについて、当該複数の遮蔽材の開方向と閉方向で個別に予め定めた動作
仕様に基づいて遅延動作させるよう制御する機能を有し、
　前記動作仕様は、利用者によって予め定めた動作種類から選択設定可能に構成されてい
ることを特徴とする電動遮蔽装置。
【請求項３】
　１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮蔽装置であって、
　複数の遮蔽材と、
　前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するための複数のモーターと、
　前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモーターの駆動を制御する
制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、複数の遮蔽材の開閉動作をそれぞれ行うよう設けられた複数のモータ
ーを制御する際に、開操作と閉操作のうちいずれかの開閉操作要求に対して、前記複数の
遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ、いずれの遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽
材に追随させるかについて、当該複数の遮蔽材の開方向と閉方向で個別に予め定めた動作
仕様に基づいて遅延動作させるよう制御する機能を有し、
　前記複数の遮蔽材は、異なる種類の遮蔽材を含むことを特徴とする電動遮蔽装置。
【請求項４】
　前記動作仕様は、１回の開閉操作の度に、選択設定された順に前記複数の遮蔽材のうち
いずれか１つの遮蔽材に対し当該開閉操作要求に係る動作を自動的に実行させる設定を含
むことを特徴とする、請求項２に記載の電動遮蔽装置。
【請求項５】
　前記動作仕様は、１回の開閉操作で、選択設定された順に前記複数の遮蔽材の全てに対
し各遮蔽材の動作開始から完了までの当該開閉操作要求に係る動作を自動的に繰り返し実
行させる設定を含むことを特徴とする、請求項２又は３に記載の電動遮蔽装置。
【請求項６】
　前記制御装置は、所定の押しボタンスイッチ又は外付けの操作スイッチによる有線又は
無線通信で操作を可能とするモーターユニット、又は無線端末装置による無線通信で操作
を可能とする中継装置に設けられていることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一
項に記載の電動遮蔽装置。
【請求項７】
　複数の遮蔽材を有する電動遮蔽装置に対し当該複数の遮蔽材の開閉を制御する制御装置
であって、前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数の遮蔽材の各々の開
閉用に駆動するための複数のモーターの駆動を制御するよう構成され、前記複数の遮蔽材
の開閉動作をそれぞれ行うよう設けられた複数のモーターを制御する際に、開操作と閉操
作のうちいずれかの開閉操作要求に対して、前記複数の遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先
に動作させ、いずれの遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽材に追随させるかについて、当該
複数の遮蔽材の開方向と閉方向で個別に予め定めた動作仕様に基づいて遅延動作させるよ
う制御する機能を有し、
　前記動作仕様は、利用者によって予め定めた動作種類から選択設定可能に構成されてい
ることを特徴とする制御装置。
【請求項８】
　１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮蔽装置であって、
　複数の遮蔽材と、
　前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するための複数のモーターと、
　前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモーターの駆動を制御する
制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、２回の閉操作のうち、１回目の閉操作に応じて前記複数の遮蔽材のう
ち予め定めた一遮蔽材のみを閉める動作を実行し、２回目の閉操作に応じて、前記一遮蔽
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材が全閉の状態であれば前記複数の遮蔽材のうち他の遮蔽材を閉める動作を実行し、前記
一遮蔽材が全閉の状態でなければ前記一遮蔽材から前記他の遮蔽材の順に自動的に閉める
動作を実行するよう制御する機能を有することを特徴とする電動遮蔽装置。
【請求項９】
　１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮蔽装置であって、
　複数の遮蔽材と、
　前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するための複数のモーターと、
　前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモーターの駆動を制御する
制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、前記複数の遮蔽材の開閉全長と現在位置との対応付けを事前学習し、
メモリに記憶するよう制御する機能を有することを特徴とする電動遮蔽装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮蔽装置、及びその制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の遮蔽材を有する電動遮蔽装置として、典型的には、電動式の二重カーテン装置が
知られている。
【０００３】
　二重カーテン装置は、二重のカーテン材、例えば厚地のドレープカーテンと薄地のレー
スカーテンをそれぞれ室内側、室外側に吊下支持するのが一般的である。
【０００４】
　通常、このような二重カーテン装置において、例えば、電動でドレープカーテンとレー
スカーテンをそれぞれ開閉するよう構成するときは、それぞれのカーテン材の開閉駆動を
独立して実現するべく個別にモーターが設けられ、更に、各モーターを制御するそれぞれ
の制御部や、各モーター及び各制御部に電源供給するそれぞれの電源部が、それぞれのカ
ーテン材の開閉用にモーターユニットとして設けられる。
【０００５】
　このように２台のモーターユニット（それぞれモーター、制御部、及び電源部を内蔵）
を二重カーテン装置に設置し、２台のモーターユニットを独立して外部操作（例えば操作
スイッチ）により制御可能に構成しているため、コストが増大し、その品質管理の負担も
大きくなる。
【０００６】
　また、２台のモーターユニットを独立して外部操作により制御するよう構成しているた
め、例えば操作スイッチによりドレープカーテン／レースカーテンを個別に動作させる場
合や同時に動作させる場合は、当該操作スイッチの操作選択を行ってから開閉の操作ボタ
ンを押して操作する必要がある。
【０００７】
　ところで、通常の二重カーテン装置の利用形態では、レースカーテンとドレープカーテ
ンが全開の状態からドレープカーテンを閉めるときは、まず、レースカーテンも閉めてか
らドレープカーテンを閉める。また、レースカーテンとドレープカーテンが全閉の状態か
らドレープカーテンを開閉するときは、レースカーテンは全閉状態に維持されるのが望ま
しい。そして、ドレープカーテンが全開の状態からレースカーテンを開閉するときは、ド
レープカーテンは全開状態に維持されるのが望ましい。したがって、２つの遮蔽材である
レースカーテンとドレープカーテンを必ずしも同時に開閉することが要求されない用途が
ある。
【０００８】
　また、二重カーテン装置に限らず、複数の電動遮蔽装置を前後、上下、或いは左右に配
置して、１つの制御装置により、これらの電動遮蔽装置のそれぞれの遮蔽材に対して、そ
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の開閉を制御したい場合にも、これら複数の遮蔽材を必ずしも同時に開閉することが要求
されない用途がある。例えば、複数の電動遮蔽装置を配置する例として、例えば横型ブラ
インドとロールカーテンなど異なる種類の電動遮蔽装置を前後、上下、或いは左右に配置
するときや、同一種の複数の横型ブラインドを前後、上下、或いは左右に配置するときな
ど、様々な形態があるが、これらの形態においても、特に宅内ではこれら複数の遮蔽材を
必ずしも同時に開閉することが要求されないことが多い。
【０００９】
　このような利用形態に鑑みると、２つの遮蔽材を必ずしも同時に開閉する必要の無い用
途の電動遮蔽装置に対しては、それぞれの遮蔽材の開閉駆動を独立して実現するべく、個
別のモーター、各モーターを制御するそれぞれの制御部、及び各モーター及び各制御部等
に電源供給するそれぞれの電源部を当該遮蔽材の数だけ設けるように構成することは、コ
ストの観点や品質管理の観点から不利となる。
【００１０】
　そこで、１個のモーターで伝達機構を介して複数の駆動出力軸に接続し、この複数の駆
動出力軸の回転に対応付けられたそれぞれの遮蔽材を移動可能に構成することが考えられ
る。
【００１１】
　例えば、１個のモーターでクラッチを介して２個の駆動出力軸に接続し、ドレープカー
テンとレースカーテンを個々に移動させるよう構成する二重カーテン装置が開示されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【００１２】
　また、１個のモーターでベルトを掛回した回転子を回転させ、且つ回転子の回転を各カ
ーテンの開閉を行うためのロープを掛回した滑車へ伝達するのを可変にする引き紐及び押
し上げカムを設けることで、二重カーテンを個々に移動可能とした二重カーテン装置が開
示されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】実開昭６２－１２９９８４号公報
【特許文献２】特公昭３９－９６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上述したように、二重カーテン装置や、特定用途の電動遮蔽装置では、２つの遮蔽材を
必ずしも同時に開閉する必要の無い場合に、それぞれの遮蔽材の開閉駆動を独立して実現
するべく、個別のモーター、各モーターを制御するそれぞれの制御部、及び各モーター及
び各制御部等に電源供給するそれぞれの電源部を当該遮蔽材の数だけ設けるように構成す
ることは、コストの観点や品質管理の観点から不利となる。
【００１５】
　一方、特許文献１，２に開示されるように、１個のモーターで伝達機構を介して複数の
駆動出力軸に接続し、この複数の駆動出力軸の回転に対応付けられたそれぞれの遮蔽材を
移動可能に構成すると、例え１個のモーターで構成しても、適用する電動遮蔽装置に専用
化した伝達機構を設けることとなる。即ち、様々な形態がある複数種の二重カーテン装置
や異なる種類の電動遮蔽装置における複数の遮蔽材を移動可能に構成しようとすると、そ
の移動に係る回転伝達機構とは別に、これらの装置毎に二次的な伝達機構を更に専用化し
て設ける必要が生じ、結果として、コストの観点や品質管理の観点からは好ましくない。
【００１６】
　本発明の目的は、上述の問題に鑑みて、コストの観点や品質管理の観点から有利な態様
で、複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮蔽装置、及びその制御装置を提供することにあ
る。
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【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の電動遮蔽装置は、１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する電動遮
蔽装置であって、複数の遮蔽材と、前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するための複
数のモーターと、前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモーターの
駆動を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、複数の遮蔽材の開閉動作をそれぞ
れ行うよう設けられた複数のモーターを制御する際に、開操作と閉操作のうちいずれかの
開閉操作要求に対して、前記複数の遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ、いずれ
の遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽材に追随させるかについて、当該複数の遮蔽材の開方
向と閉方向で個別に当該複数の遮蔽材が同時動作しないよう予め定めた動作仕様に基づい
て遅延動作させるよう制御する機能を有することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の電動遮蔽装置は、１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する
電動遮蔽装置であって、複数の遮蔽材と、前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するた
めの複数のモーターと、前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモー
ターの駆動を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、複数の遮蔽材の開閉動作を
それぞれ行うよう設けられた複数のモーターを制御する際に、開操作と閉操作のうちいず
れかの開閉操作要求に対して、前記複数の遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ、
いずれの遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽材に追随させるかについて、当該複数の遮蔽材
の開方向と閉方向で個別に予め定めた動作仕様に基づいて遅延動作させるよう制御する機
能を有し、前記動作仕様は、利用者によって予め定めた動作種類から選択設定可能に構成
されていることを特徴とする。
　また、本発明の電動遮蔽装置は、１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する
電動遮蔽装置であって、複数の遮蔽材と、前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するた
めの複数のモーターと、前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモー
ターの駆動を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、複数の遮蔽材の開閉動作を
それぞれ行うよう設けられた複数のモーターを制御する際に、開操作と閉操作のうちいず
れかの開閉操作要求に対して、前記複数の遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ、
いずれの遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽材に追随させるかについて、当該複数の遮蔽材
の開方向と閉方向で個別に予め定めた動作仕様に基づいて遅延動作させるよう制御する機
能を有し、前記複数の遮蔽材は、異なる種類の遮蔽材を含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の電動遮蔽装置において、前記動作仕様は、１回の開閉操作の度に、選択
設定された順に前記複数の遮蔽材のうちいずれか１つの遮蔽材に対し当該開閉操作要求に
係る動作を自動的に実行させる設定を含むことを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の電動遮蔽装置において、前記動作仕様は、１回の開閉操作で、選択設定
された順に前記複数の遮蔽材の全てに対し各遮蔽材の動作開始から完了までの当該開閉操
作要求に係る動作を自動的に繰り返し実行させる設定を含むことを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の電動遮蔽装置において、前記制御装置は、所定の押しボタンスイッチ又
は外付けの操作スイッチによる有線又は無線通信で操作を可能とするモーターユニット、
又は無線端末装置による無線通信で操作を可能とする中継装置に設けられていることを特
徴とする。
【００２４】
　更に、本発明の制御装置は、複数の遮蔽材を有する電動遮蔽装置に対し当該複数の遮蔽
材の開閉を制御する制御装置であって、前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ
前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するための複数のモーターの駆動を制御するよう
構成され、前記複数の遮蔽材の開閉動作をそれぞれ行うよう設けられた複数のモーターを
制御する際に、開操作と閉操作のうちいずれかの開閉操作要求に対して、前記複数の遮蔽
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材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ、いずれの遮蔽材を当該先に動作させた遮蔽材に
追随させるかについて、当該複数の遮蔽材の開方向と閉方向で個別に予め定めた動作仕様
に基づいて遅延動作させるよう制御する機能を有し、前記動作仕様は、利用者によって予
め定めた動作種類から選択設定可能に構成されていることを特徴とする。

　更に、本発明の電動遮蔽装置は、１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する
電動遮蔽装置であって、複数の遮蔽材と、前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するた
めの複数のモーターと、前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモー
ターの駆動を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、２回の閉操作のうち、１回
目の閉操作に応じて前記複数の遮蔽材のうち予め定めた一遮蔽材のみを閉める動作を実行
し、２回目の閉操作に応じて、前記一遮蔽材が全閉の状態であれば前記複数の遮蔽材のう
ち他の遮蔽材を閉める動作を実行し、前記一遮蔽材が全閉の状態でなければ前記一遮蔽材
から前記他の遮蔽材の順に自動的に閉める動作を実行するよう制御する機能を有すること
を特徴とする。
　更に、本発明の電動遮蔽装置は、１つの制御装置により複数の遮蔽材の開閉を制御する
電動遮蔽装置であって、複数の遮蔽材と、前記複数の遮蔽材の各々の開閉用に駆動するた
めの複数のモーターと、前記複数の遮蔽材の開閉状態及び開閉方向に応じ前記複数のモー
ターの駆動を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、前記複数の遮蔽材の開閉全
長と現在位置との対応付けを事前学習し、メモリに記憶するよう制御する機能を有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、コストの観点や品質管理の観点から有利な態様で、複数の遮蔽材の開
閉を制御する電動遮蔽装置、及びその制御装置を構成することができる。
【００２６】
　特に、１つの制御装置（例えば、１つのモーターユニット）に対して、外部操作（例え
ば操作スイッチ）により制御可能に構成しているため、従来のような遮蔽材の動作に関す
る選択設定が不要となり、一度の開閉操作要求のみで、複数の遮蔽材が所定の動作仕様を
基に直ちに動作するため、操作性が良くなる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明による一実施形態の電動遮蔽装置として構成される二重カーテン装置の概
略構成を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置の二重カーテン装置における
モーターユニットの構成例を示すブロック図であり、（ｂ）はその比較例として、従来技
術に基づくモーターユニットの構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明による一実施形態の電動遮蔽装置の二重カーテン装置における制御装置と
して機能する制御部の詳細を示すブロック図である。
【図４】本発明による一実施形態の電動遮蔽装置の二重カーテン装置における制御装置の
制御方法に関する開操作時のフローチャートである。
【図５】本発明による一実施形態の電動遮蔽装置の二重カーテン装置における制御装置の
制御方法に関する閉操作時のフローチャートである。
【図６】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置の二重カー
テン装置における制御装置の制御方法に関する動作例を示す図である。
【図７】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置の変形例を
示す図である。
【図８】本発明による一実施形態の電動遮蔽装置における制御装置の変形例を示す図であ
る。
【図９】（ａ），（ｂ）は、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置における開操作を例
示する図である。
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【図１０】（ａ），（ｂ）は、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置における閉操作を
例示する図である。
【図１１】本発明による一実施形態の電動遮蔽装置における閉操作の設定種別を例示する
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る電動遮蔽装置１として、主として、両開き式の一
実施形態の二重カーテン装置を例に説明する。尚、本願明細書中、図１にて視認される二
重カーテン装置の斜視図に対して、図示上方及び図示下方をカーテン材の吊り下げ方向に
準じてそれぞれ上方向（又は上側）及び下方向（又は下側）と定義し、図示左方向を二重
カーテン装置の左側、図示右方向を二重カーテン装置の右側と定義する。また、図１の斜
視図を視認する側を前側（室内側）、及び、その反対側を後側（又は室外側）とする。
【００２９】
（二重カーテン装置の構成）
　まず、図１を参照して、本実施形態の電動遮蔽装置１として構成される二重カーテン装
置を説明する。図１は、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置として構成される二重カ
ーテン装置の概略構成を示す斜視図である。
【００３０】
　まず、図１に示すように、本実施形態の二重カーテン装置は、主に、室内側レール２‐
１、室外側レール２‐２、室内側レール２‐１の左右両端に設けられる移送装置３‐１、
室外側レール２‐２の左右両端に設けられる移送装置３‐２、各レール用の複数のランナ
ー４‐１，４‐２、各レール用の先頭ランナー５‐１，５‐２、室内側レール２‐１用の
第１モーターユニット６‐１、室外側レール２‐２用の第２モーターユニット６‐２、各
モーターユニット６‐１，６‐２内に収容される各モーター７‐１，７‐２と、これらの
モーターハーネス１１、第１モーターユニット６‐１に対する電源コード１２、室内側カ
ーテン材（本例ではドレープカーテン）１３‐１、及び室外側カーテン材（本例ではレー
スカーテン）１３‐２から構成される。
【００３１】
　本実施形態の二重カーテン装置は、室内側レール２‐１と室外側レール２‐２が２列に
配設され、各レール２‐１，２‐２の一端側から中央側に向かってカーテン材１３‐１，
１３‐２が引き出され、或いは各レール２‐１，２‐２の中央側から一端側に向かってカ
ーテン材１３‐１，１３‐２が畳み込まれる。尚、本発明に係る二重カーテン装置は、片
開き式であってもよい点に留意する。
【００３２】
　各レール２‐１，２‐２には、それぞれ先頭ランナー５‐１，５‐２が対称的に対向配
置されて移動可能に支持されている。また、先頭ランナー５‐１と室内側レール２‐１の
両端との間、及び先頭ランナー５‐２と室外側レール２‐２の両端との間に、それぞれ多
数のランナー４‐１，４‐２が移動可能に支持されている。
【００３３】
　そして、カーテン材１３‐１，１３‐２は、それぞれの先頭ランナー５‐１，５‐２及
びランナー４‐１，４‐２に吊下支持されている。
【００３４】
　室外側レール２‐２の左右両端には移送装置３‐２が取着され、室内側レール２‐１の
左右両端には移送装置３‐１が取着されており、各移送装置３‐２，３‐１には駆動プー
リー（図示せず）が設けられ、左右両端の移送装置３‐２間、及び移送装置３‐１間で、
それぞれの当該駆動プーリーに対して無端状に移送用ベルト（図示せず）が掛回されてい
る。
【００３５】
　また、室内側レール２‐１の右端側の移送装置３‐１にはモーターユニット６‐１が吊
下支持され、モーターユニット６‐１内に配設されたモーター７‐１の駆動力によりモー
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ター出力軸７１‐１が回転し、この回転が当該駆動プーリーに伝達されて室内側レール２
‐１内の当該移送用ベルトが移動する。
【００３６】
　また、室外側レール２‐２の右端側の移送装置３‐２にはモーターユニット６‐２が吊
下支持され、モーターユニット６‐２内に配設されたモーター７‐２の駆動力によりモー
ター出力軸７１‐２が回転し、この回転が当該駆動プーリーに伝達されて室外側レール２
‐２内の当該移送用ベルトが移動する。
【００３７】
　尚、各レールにおける左右両端の移送装置３‐１，３‐２内の当該駆動プーリーの中心
部には入力軸が設けられ、その入力軸の中心部には四角孔が設けられている。そして、各
モーターユニット６‐１，６‐２におけるそれぞれのモーター７‐１，７‐２のモーター
出力軸は、この四角孔に嵌合可能に構成されている。モーター７‐１，７‐２は同一仕様
で構成されており、このため、本例では、各モーターユニット６‐１，６‐２を各レール
の右端側の移送装置３‐１，３‐２に取着して吊下支持させる例を示しているが、各モー
ターユニット６‐１，６‐２を各レールの左端側の移送装置３‐１，３‐２に取着して吊
下支持させ、各レール内の当該移送用ベルトを移動可能に駆動伝達できるようになってい
る。尚、モーターユニット６‐１，６‐２を取着しない移送装置３‐１，３‐２に対して
は、図１に示すように、底面を保護するカバー３ａを係着するのが好適である。
【００３８】
　そして、本実施形態の二重カーテン装置では、室内側レール２‐１内で移動可能に対向
配置される先頭ランナー５‐１は、そのレール内で掛回される当該移送用ベルトの前側及
び後側にそれぞれ固着されている。同様に、室外側レール２‐２内で移動可能に対向配置
される先頭ランナー５‐２は、そのレール内で掛回される当該移送用ベルトの前側及び後
側にそれぞれ固着されている。これにより各レール内で移動可能な先頭ランナー５‐１，
５‐２がそれぞれの当該移送用ベルトの移動により各レールの一端側から中央側に向かっ
て移動し、或いは中央側から一端側に向かって移動する。このため、カーテン材１３‐１
，１３‐２が各レールの一端側から中央側に向かって引き出され、或いはカーテン材１３
‐１，１３‐２が各レールの中央側から一端側に向かって畳み込まれる。
【００３９】
　モーターユニット６‐１，６‐２の外形を構成する筐体は、それぞれ同一形状の略四角
筒状のモーターケース６２‐１，６２‐２と、モーターケース６２‐１，６２‐２を各移
送装置３‐１，３‐２に嵌合により連結して取着可能にするそれぞれ同一形状の連結用の
ベース部材６１‐１，６１‐２と、モーターケース６２‐１，６２‐２の底部を蓋着する
それぞれ同一形状のユニットキャップ６３‐１，６３‐２よりなる。ただし、ユニットキ
ャップ６３‐１，６３‐２には、共にモーターハーネス１１のコネクタ１１ａを挿通可能
な挿通孔が設けられているが、ユニットキャップ６３‐１についてのみ、外部操作（例え
ば図示しない操作スイッチ等）用の通信ケーブルを接続可能な挿通孔が設けられている（
図示せず）。また、モーターケース６２‐１にのみ電源コード１２を挿通可能にする挿通
孔が設けられている（図示せず）。
【００４０】
　特に、本実施形態のモーターユニット６‐１は、制御部９と、外部操作要求を受け付け
該制御部９に制御指示する外部入力ユーザーインターフェース（ＵＩ）部１０と、制御部
９へ、及び制御部９を介してモーター７‐１，７‐２及び外部入力ＵＩ部１０へ電源供給
する電源部８と、を内蔵している。尚、外部入力ＵＩ部１０は、外部操作用の通信ケーブ
ルを接続可能なコネクタ部（図示せず）を有しており、この外部操作側装置と制御部９と
を双方向通信可能に構成することができる。また、電源コード１２は、電源部８に接続さ
れている。
【００４１】
　また、本実施形態のモーターユニット６‐２は、モーター７‐２のみを収容し、モータ
ー７‐２と接続されるモーターハーネス１１をユニットキャップ６３‐２の挿通孔を経て
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、モーターユニット６‐１内の外部入力ＵＩ部１０の基板経由で制御部９に接続されてい
る。
【００４２】
　このため、図２（ａ）に示すように、本発明に係る二重カーテン装置は、１つの制御部
９と電源部８で、複数の遮蔽材（カーテン材１３‐１，１３‐２）の開閉動作をそれぞれ
行うよう設けられた複数のモーター７‐１，７‐２を制御するようになっている。
【００４３】
　即ち、本発明に係る二重カーテン装置では、２つの遮蔽材（カーテン材１３‐１，１３
‐２）の開閉駆動を行う各モーター７‐１，７‐２を制御する１つの制御部９と、各モー
ター７‐１，７‐２及び制御部９等に電源供給する電源部８と、更には外部入力ＵＩ部１
０とを、１つのモーターユニット６‐１内に収容するように構成したため、低コスト化を
図ることができる。例えば、図２（ｂ）に示すように、同様な構成要素には同一の参照番
号を付して説明すると、従来技術に基づく比較例では、それぞれのモーターユニット６‐
１，６‐２に対しそれぞれに同様な構成の制御部９‐１，９‐２、電源コード１２‐１，
１２‐２をそれぞれ有する電源部８‐１，８‐２、及び外部入力ＵＩ部１０‐１，１０‐
２を設けていたため、コストの観点や品質管理の観点から不利なものとなっていた。した
がって、本発明に係る構成では、これを改善することができる。
【００４４】
　尚、第１及び第２モーターユニット６‐１，６‐２は、１つの制御部９と電源部８で、
複数の遮蔽材（カーテン材１３‐１，１３‐２）の開閉動作をそれぞれ行うよう設けられ
た複数のモーター７‐１，７‐２を制御するように構成されていればよい。
【００４５】
（モーターユニットの装置構成）
　以下、図３を参照して、制御部９の詳細構成について説明する。図３は、本発明による
一実施形態の電動遮蔽装置の二重カーテン装置における制御部９の詳細を示すブロック図
である。ここで、制御部９は、複数の遮蔽材の開閉を制御する制御装置として機能する。
【００４６】
　図１及び図２（ａ）で示したように、モーターユニット６‐１はモーターケース６２‐
１及びユニットキャップ６３‐１内に、第１モーター７‐１、電源部８、制御部９、及び
外部入力ＵＩ部１０を備える。そして、図３に示すように、制御部９は、第１及び第２モ
ーター７‐１，７‐２をそれぞれ制御可能に構成されている。尚、図３では、制御関係を
明確にするよう、制御部９により第２モーター７‐２を直接的に制御可能に接続されてい
る様子を示しているが、実配線上では、制御部９と第２モーター７‐２とは外部入力ＵＩ
部１０の基板を経由している（図２（ａ）参照）。
【００４７】
　第１及び第２モーター７‐１，７‐２は、それぞれ回転検出器内蔵モーターとして同一
仕様で構成され、それぞれ回転検出器７２‐１，７２‐２を備えている。ただし、回転検
出器とモーターとを別体で構成してもよい。
【００４８】
　特に、本発明に係る制御装置として機能する制御部９は、複数のカーテン材の開閉動作
をそれぞれ行うよう設けられた第１及び第２モーター７‐１，７‐２を制御する際に、「
開操作」と「閉操作」の２つの操作要求に対して、複数のカーテン材に対しいずれのカー
テン材を先に動作させ、いずれのカーテン材を先に動作させたカーテン材に追随させるか
を複数のカーテン材の開方向と閉方向で予め定めた動作仕様に基づいて動作するよう構成
されており、この動作仕様は利用者によって予め定めた動作種類から選択設定可能となっ
ている。
【００４９】
　例えば、本例に係る二重カーテン装置の場合、その詳細は後述するが、「開操作」と「
閉操作」のうちいずれかの開閉操作要求に対する動作種類として、第１の動作タイプは、
「開操作」時に、ドレープカーテンが全開状態に無いときはレースカーテンの開閉状態に
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関わらずドレープカーテンのみが開方向に動作する。第２の動作タイプは、「開操作」時
に、ドレープカーテンが全開状態にあるときレースカーテンが開方向に動作する。第３の
動作タイプは、「閉操作」時に、ドレープカーテンが先ず閉方向に動作しドレープカーテ
ンが全閉で自動停止した後、レースカーテンが動作し始め、全閉状態で自動停止する。尚
、設定の切替えにより、第１乃至第３の動作タイプは、レースカーテンとドレープカーテ
ンの動作の開始を選択設定可能に構成される。
【００５０】
　電源部８は、ケーブル１２を介して外部からの交流電源を入力し、直流電源に変換する
電源回路で構成され、第１及び第２モーター７‐１，７‐２や制御部９等の各機能部への
電源供給を行う。
【００５１】
　モーター出力軸７１‐１，７１‐２は、それぞれのモーターユニット６‐１，６‐２に
おけるベース部材６１‐１，６１‐２から上方へ突出されている（図１及び図２（ａ）参
照）。そして、モーター出力軸７１‐１，７１‐２は、前述した各レール内の無端状の移
送用ベルトに噛み合う当該駆動プーリー（図示せず）を回転させるよう取着される。従っ
て、当該駆動プーリーの回転に伴って移送用ベルトが各レール内を移動するように構成さ
れ、このような無端状の移送用ベルト及び駆動プーリーは、モーター出力軸７１‐１，７
１‐２に対する回転伝達機構として機能する。
【００５２】
（制御装置の構成）
　図３に示すように、制御装置として機能する制御部９は、演算制御部（ＣＰＵ）９１、
制御プログラムや後述する各種データを記憶保持するメモリ９２、操作信号検出部９３、
モーター駆動制御部９４ａ，９４ｂ、及び回転検出信号入力部９６ａ，９６ｂを備える。
演算制御部９１の機能は、メモリ９２内の制御プログラムの実行により実現される。
【００５３】
　従って、本例の制御部９の機能をコンピュータで構成させることができる。当該コンピ
ュータに、制御部９の機能を実現させるための実行プログラムは、当該コンピュータの内
部又は外部に備えられるメモリ（本例では、メモリ９２）に記憶される。コンピュータに
備えられる演算制御部（ＣＰＵ）９１の制御で、制御部９の機能を実現するための処理内
容が記述された制御プログラムを、適宜、当該メモリ９２から読み込んで、制御部９の機
能に相当する処理をコンピュータに実現させることができる。
【００５４】
　以下、制御部９について、本発明に係る機能及び動作についてのみ説明する。
【００５５】
　操作信号検出部９３は、外部入力ＵＩ部１０を経て、外部操作（例えば操作スイッチ）
からの操作要求を検知し、当該操作要求に対応する操作信号を演算制御部９１へ出力する
。これにより演算制御部９１は、当該操作要求に応じた第１及び第２モーター７‐１，７
‐２の開閉操作に関する動作を実行する。
【００５６】
　モーター駆動制御部９４ａ，９４ｂは、演算制御部９１からの制御指示に従って、それ
ぞれ第１及び第２モーター７‐１，７‐２の回転をＰＷＭ制御により駆動制御する。
【００５７】
　回転検出信号入力部９６ａ，９６ｂは、第１及び第２モーター７‐１，７‐２にそれぞ
れ内蔵される回転検出器７２‐１，７２‐２のセンサー信号を入力し、パルス信号として
演算制御部９１に出力する。
【００５８】
　これにより、制御部９は、演算制御部９１の制御により、回転検出信号入力部９６ａ，
９６ｂを経て得られる回転検出器７２‐１，７２‐２のセンサー信号を基に、モーター駆
動制御部９４ａ，９４ｂの動作を制御する。
【００５９】
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　第１及び第２モーター７‐１，７‐２は、演算制御部９１の制御により動作する。第１
及び第２モーター７‐１，７‐２にそれぞれ内蔵される回転検出器７２‐１，７２‐２の
信号線は、それぞれの第１及び第２モーター７‐１，７‐２のモーター電流供給用信号と
ともに、それぞれのモーターハーネス１１を介して制御部９内のモーター駆動制御部９４
ａ，９４ｂ、及び回転検出信号入力部９６ａ，９６ｂに接続される。回転検出器７２‐１
，７２‐２は、モーター出力軸７１‐１，７１‐２の回転の有無、回転方向及び回転速度
を検出することができるよう構成され、演算制御部９１は、回転検出信号入力部９６ａ，
９６ｂから得られるパルス信号を監視することで、当該無端状の移送用ベルトの駆動距離
、駆動速度及び過負荷に起因する脱調等を検知することができる。尚、それぞれ第１及び
第２モーター７‐１，７‐２に対して、各モーター回転出力軸と当該モーター出力軸７１
‐１，７１‐２との接続又は開放を行う電磁クラッチを設け、且つ制御部９内に、演算制
御部９１からの制御指示に従って当該電磁クラッチを駆動制御するクラッチ駆動制御部を
設けてもよい。
【００６０】
　本発明に係る制御装置として機能する制御部９は、複数のカーテン材のうちいずれか１
つのカーテン材が開閉操作要求に係る動作を開始し完了した後に、他のカーテン材のいず
れか１つが当該開閉操作要求に係る動作を開始するように遅延動作させる。例えば、本例
の二重カーテン装置の場合、ドレープカーテンとレースカーテンのうち一方のカーテン材
が開閉操作要求に係る動作を開始し完了した後に、他方のカーテン材が当該開閉操作要求
に係る動作を開始する。
【００６１】
　以下、本発明に係る制御装置として機能する制御部９における制御方法について説明す
る。
【００６２】
　図４乃至図６を参照して、制御部９における制御方法を説明する。図４は、本実施形態
の制御装置として機能する制御部９の制御方法に関する開操作時のフローチャートである
。図５は、本実施形態の制御装置として機能する制御部９の制御方法に関する閉操作時の
フローチャートである。図６（ａ）,（ｂ）,（ｃ）は、本実施形態の制御装置として機能
する制御部９の制御方法に関する動作例を示す図である。
【００６３】
　本発明に係る制御方法は、複数の遮蔽材のうちいずれか１つのカーテン材が開閉操作要
求に係る動作を開始し完了した後に、他のいずれか１つの遮蔽材が当該開閉操作要求に係
る動作を開始するように順次遅延動作させるものである。例えば、本例の二重カーテン装
置の場合、室内側カーテン材（ドレープカーテン）１３‐１と室外側カーテン材（レース
カーテン）１３‐２のうち一方のカーテン材が開閉操作要求に係る動作を開始し完了した
後に、他方のカーテン材が当該開閉操作要求に係る動作を開始する。
【００６４】
〔開操作時〕
　まず、図４に示すように、本発明に係る制御方法に関する開操作時の動作として、制御
部９は、演算制御部９１により、第１及び第２モーター７‐１，７‐２に関する電源投入
時又はメンテナンス時に開閉全長と現在位置との対応付けを事前学習しておく（ステップ
Ｓ１）。より具体的には、演算制御部９１は、第１及び第２モーター７‐１，７‐２に関
する全閉状態と全開状態における回転検出器によるセンサー信号について回転検出信号入
力部９６ａ，９６ｂから得られるパルス信号をカウントし、それぞれのカーテン材の全閉
状態時のカウント値と全開状態時のカウント値とを割り出し、全長データとしてメモリ９
２に記憶し、それぞれのカーテン材が移動する度に、各先頭ランナー５‐１，５‐２の現
在位置を示す現在値データを監視しメモリ９２に記憶することで、事前学習する。
【００６５】
　続いて、制御部９は、演算制御部９１により、操作信号検出部９３にて検知した外部操
作（例えば操作スイッチ）からの操作要求（本例では、「開操作」の操作要求）を基に出
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力される操作信号を受け付け（ステップＳ２）、当該操作要求に応じた第１及び第２モー
ター７‐１，７‐２の開閉操作に関する動作を開始する。
【００６６】
　制御部９は、「開操作」時には、ドレープカーテンが全開状態に無いときはレースカー
テンの開閉状態に関わらずドレープカーテンのみが開方向に動作し、ドレープカーテンが
全開状態にあるときはレースカーテンが開方向に動作するよう制御する。
【００６７】
　このため、まず、制御部９は、演算制御部９１により、第１モーター７‐１の現在値デ
ータをメモリ９２から読み出し、第１モーター７‐１の現在値が全開状態であるか否か、
即ちドレープカーテンが全開状態にあるか否かを判定する（ステップＳ３）。第１モータ
ー７‐１の現在値が全開状態であるときは（ステップＳ３：Ｙｅｓ）、ステップＳ７に移
行し、第１モーター７‐１の現在値が全開状態でないときは（ステップＳ３：Ｎｏ）、ス
テップＳ４に移行する。
【００６８】
　ステップＳ４に移行すると、制御部９は、モーター駆動制御部９４ａにより第１モータ
ー７‐１の駆動を開始して、ドレープカーテンを開方向へ移動させる（ステップＳ４）。
このとき、制御部９は、演算制御部９１により、第１モーター７‐１に関する全長データ
と現在値データをメモリ９２から読み出し、第１モーター７‐１の現在値が全開状態とな
るか否かを監視し（ステップＳ５）、当該全開状態となるまで、モーター駆動制御部９４
ａにより第１モーター７‐１の駆動を継続する（ステップＳ５：Ｎｏ）。当該全開状態と
なると（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、制御部９は、モーター駆動制御部９４ａにより第１モ
ーター７‐１の駆動を停止する（ステップＳ６）。
【００６９】
　このように、制御部９は、「開操作」時には、ドレープカーテンが全開状態に無いとき
はレースカーテンの開閉状態に関わらずドレープカーテンのみが開方向に動作するよう制
御する。
【００７０】
　一方、第１モーター７‐１の現在値が全開状態であるとき（ステップＳ３：Ｙｅｓ）、
制御部９は、演算制御部９１により、第２モーター７‐２の現在値データをメモリ９２か
ら読み出し、第２モーター７‐２の現在値が全開状態であるか否か、即ちレースカーテン
が全開状態にあるか否かを判定する（ステップＳ７）。第２モーター７‐２の現在値が全
開状態であるときは（ステップＳ７：Ｙｅｓ）、当該操作要求に係る処理を終了し、第２
モーター７‐２の現在値が全開状態でないときは（ステップＳ７：Ｎｏ）、ステップＳ８
に移行する。
【００７１】
　ステップＳ８に移行すると、制御部９は、モーター駆動制御部９４ｂにより第２モータ
ー７‐２の駆動を開始して、レースカーテンを開方向へ移動させる（ステップＳ８）。こ
のとき、制御部９は、演算制御部９１により、第２モーター７‐２に関する全長データと
現在値データをメモリ９２から読み出し、第２モーター７‐２の現在値が全開状態となる
か否かを監視し（ステップＳ９）、当該全開状態となるまで、モーター駆動制御部９４ｂ
により第２モーター７‐２の駆動を継続する（ステップＳ９：Ｎｏ）。当該全開状態とな
ると（ステップＳ９：Ｙｅｓ）、制御部９は、モーター駆動制御部９４ｂにより第２モー
ター７‐２の駆動を停止する（ステップＳ１０）。
【００７２】
　このように、制御部９は、「開操作」時には、ドレープカーテンが全開状態にあるとき
はレースカーテンが開方向に動作するよう制御する。
【００７３】
　尚、図４に示す例では、ドレープカーテンが全開状態にあるか否かを判定した後、レー
スカーテンが全開状態にあるか否かを判定するよう制御する例を示したが、ドレープカー
テンとレースカーテンの判定・実行を逆にしてもよい。特に、いずれのカーテン材を先に
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判定・実行するかについて、利用者によって選択設定可能に構成することができる。例え
ば、外部操作（例えば操作スイッチ）からの操作要求として、この設定に関する操作要求
を可能に構成し、制御部９は、演算制御部９１により、その設定情報をメモリ９２に記憶
しておく。そして、「開操作」の操作要求に応じた動作の開始時にその設定情報をメモリ
９２から読み出し、この設定情報を基に操作要求に応じた動作の制御を行うようにする。
【００７４】
〔閉操作時〕
　図５に示すように、本発明に係る制御方法に関する閉操作時の動作として、制御部９は
、演算制御部９１により、第１及び第２モーター７‐１，７‐２に関する電源投入時又は
メンテナンス時に開閉全長と現在位置との対応付けを事前学習しておく（ステップＳ１１
）。学習して得られる全長データ及び現在値データは、図４に示した「開動作」時と同様
であり、メモリ９２に記憶しておく。
【００７５】
　続いて、制御部９は、演算制御部９１により、操作信号検出部９３にて検知した外部操
作要求（本例では、「閉操作」の操作要求）を基に出力される操作信号を受け付け（ステ
ップＳ１２）、当該操作要求に応じた第１及び第２モーター７‐１，７‐２の開閉操作に
関する動作を開始する。
【００７６】
　制御部９は、「閉操作」時には、ドレープカーテンが先ず閉方向に動作しドレープカー
テンが全閉で自動停止した後、レースカーテンが動作し始め、全閉状態で自動停止する。
【００７７】
　このため、まず、制御部９は、演算制御部９１により、第１モーター７‐１の現在値デ
ータをメモリ９２から読み出し、第１モーター７‐１の現在値が全閉状態であるか否か、
即ちドレープカーテンが全閉状態にあるか否かを判定する（ステップＳ１３）。第１モー
ター７‐１の現在値が全閉状態であるときは（ステップＳ１３：Ｙｅｓ）、ステップＳ１
７に移行し、第１モーター７‐１の現在値が全閉状態でないときは（ステップＳ１３：Ｎ
ｏ）、ステップＳ１４に移行する。
【００７８】
　ステップＳ１４に移行すると、制御部９は、モーター駆動制御部９４ａにより第１モー
ター７‐１の駆動を開始して、ドレープカーテンを閉方向へ移動させる（ステップＳ１４
）。このとき、制御部９は、演算制御部９１により、第１モーター７‐１に関する全長デ
ータと現在値データをメモリ９２から読み出し、第１モーター７‐１の現在値が全閉状態
となるか否かを監視し（ステップＳ１５）、当該全閉状態となるまで、モーター駆動制御
部９４ａにより第１モーター７‐１の駆動を継続する（ステップＳ１５：Ｎｏ）。当該全
閉状態となると（ステップＳ１５：Ｙｅｓ）、制御部９は、モーター駆動制御部９４ａに
より第１モーター７‐１の駆動を停止し（ステップＳ１６）、ステップＳ１７に移行する
。
【００７９】
　このように、制御部９は、「閉操作」時には、ドレープカーテンが全閉状態に無いとき
はドレープカーテンのみが閉方向に動作するよう制御する。
【００８０】
　一方、第１モーター７‐１の現在値が全閉状態であるとき（ステップＳ１３：Ｙｅｓ）
、制御部９は、演算制御部９１により、第２モーター７‐２の現在値データをメモリ９２
から読み出し、第２モーター７‐２の現在値が全閉状態であるか否か、即ちレースカーテ
ンが全閉状態にあるか否かを判定する（ステップＳ１７）。第２モーター７‐２の現在値
が全閉状態であるときは（ステップＳ１７：Ｙｅｓ）、当該操作要求に係る処理を終了し
、第２モーター７‐２の現在値が全閉状態でないときは（ステップＳ１７：Ｎｏ）、ステ
ップＳ１８に移行する。
【００８１】
　ステップＳ１８に移行すると、制御部９は、モーター駆動制御部９４ｂにより第２モー
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ター７‐２の駆動を開始して、レースカーテンを閉方向へ移動させる（ステップＳ１８）
。このとき、制御部９は、演算制御部９１により、第２モーター７‐２に関する全長デー
タと現在値データをメモリ９２から読み出し、第２モーター７‐２の現在値が全閉状態と
なるか否かを監視し（ステップＳ１９）、当該全閉状態となるまで、モーター駆動制御部
９４ｂにより第２モーター７‐２の駆動を継続する（ステップＳ１９：Ｎｏ）。当該全閉
状態となると（ステップＳ１９：Ｙｅｓ）、制御部９は、モーター駆動制御部９４ｂによ
り第２モーター７‐２の駆動を停止する（ステップＳ２０）。
【００８２】
　このように、制御部９は、「閉操作」時には、ドレープカーテンが先ず閉方向に動作し
ドレープカーテンが全閉で自動停止した後、レースカーテンが動作し始め、全閉状態で自
動停止する。
【００８３】
　尚、図５に示す例では、ドレープカーテンが全閉状態にあるか否かを判定した後、レー
スカーテンが全閉状態にあるか否かを判定するよう制御する例を示したが、ドレープカー
テンとレースカーテンの判定・実行を逆にしてもよい。特に、いずれのカーテン材を先に
判定・実行するかについて、利用者によって選択設定可能に構成することができる。例え
ば、外部操作（例えば操作スイッチ）からの操作要求として、この設定に関する操作要求
を可能に構成し、制御部９は、演算制御部９１により、その設定情報をメモリ９２に記憶
しておく。そして、「閉操作」の操作要求に応じた動作の開始時にその設定情報をメモリ
９２から読み出し、この設定情報を基に操作要求に応じた動作の制御を行うようにする。
【００８４】
　以上のように、本発明に係る制御装置として機能する制御部９は、複数のカーテン材の
開閉動作をそれぞれ行うよう設けられた第１及び第２モーター７‐１，７‐２を制御する
際に、「開操作」と「閉操作」のうちいずれかの開閉操作要求に対して、複数のカーテン
材に対しいずれのカーテン材を先に動作させ、いずれのカーテン材を先に動作させたカー
テン材に追随させるかを複数のカーテン材の開方向と閉方向で予め定めた動作仕様に基づ
いて動作する。そして、この動作仕様は利用者によって予め定めた動作種類から選択設定
可能とする。
【００８５】
　例えば、本例に係る二重カーテン装置の場合、図６に示すように、「開操作」と「閉操
作」のうちいずれかの開閉操作要求に対する動作種類として、第１の動作タイプ（図６（
ａ）参照）は、「開操作」時に、ドレープカーテンが全開状態に無いときはレースカーテ
ンの開閉状態に関わらずドレープカーテンのみが開方向に動作する。第２の動作タイプ（
図６（ｂ）参照）は、「開操作」時に、ドレープカーテンが全開状態にあるときレースカ
ーテンが開方向に動作する。第３の動作タイプ（図６（ｃ）参照）は、「閉操作」時に、
ドレープカーテンが先ず閉方向に動作しドレープカーテンが全閉で自動停止した後、レー
スカーテンが動作し始め、全閉状態で自動停止する。尚、設定の切替えにより、第１乃至
第３の動作タイプは、レースカーテンとドレープカーテンの動作の開始を選択設定可能に
構成される。
【００８６】
　従って、本発明に係る電動遮蔽装置１として構成される二重カーテン装置及びその制御
装置（制御部９）によれば、コストの観点や品質管理の観点から有利な態様で、複数の遮
蔽材の開閉を制御することができる。
【００８７】
　特に、１つの制御装置（例えば、１つのモーターユニット６‐１）に対して、外部操作
（例えば操作スイッチ）により制御可能に構成しているため、従来のような遮蔽材の動作
に関する選択設定が不要となり、一度の開閉操作要求のみで（例えば、開閉の操作ボタン
を１回押すのみで）、複数の遮蔽材が所定の動作仕様を基に直ちに動作するため、操作性
が良くなる。
【００８８】
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　尚、上述した例では、本発明に係る電動遮蔽装置１として二重カーテン装置を例に、遮
蔽材の開閉用の複数のモーターを制御する制御部９を、制御装置として構成する例を説明
したが、本発明はこれに限定するものではない。より具体的には、制御対象の電動遮蔽装
置１として、例えば電動で開閉動作する、縦型又は横型ブラインド、ロールスクリーン、
カーテンレール、たくし上げカーテン、或いはプリーツスクリーン等とすることができる
。
【００８９】
　即ち、同種又は異種の遮蔽装置（或いは遮蔽材）を前後・上下・左右に配置して、全体
として１つの電動遮蔽装置を構成する場合にも適用することができる。例えば横型ブライ
ンドとロールスクリーンの組み合わせで全体として１つの電動遮蔽装置１を構成すること
ができる。より具体的には、図７（ａ）,（ｂ）,（ｃ）に示す例において、カーテンレー
ル用のレール２‐１，２‐２の代わりに、縦型又は横型ブラインド、たくし上げカーテン
、或いはプリーツスクリーンなど用のヘッドボックス、或いはロールスクリーン用の取付
フレーム又は巻取パイプ等、モーターユニット６‐１，６‐２をそれぞれ内部に収容可能
な遮蔽装置ごとの枠体とすることができる。そして、モーターユニット６‐１，６‐２を
それぞれ内部に収容した各枠体に、上述したユニットキャップ６３を利用することで、低
コスト化を実現することもできる。尚、これらの遮蔽装置ごとの枠体の内部にそれぞれの
モーターユニット６‐１，６‐２を収容する場合の他、当該枠体に対して外付けとする構
成としてもよい。したがって、モーターユニット６‐１，６‐２の代わりに、各遮蔽材の
駆動用のモーターを互いにモーターハーネス１１で接続し、１つの電源部８で電源供給さ
れ外部操作要求に応じて駆動制御する制御部９を構成した形態であれば、任意の形態の制
御装置を構成することができる。また、本発明に係る制御対象の遮蔽材の数、即ちモータ
ーの数は２つでなくともよく、３以上であってもよい。また、複数の遮蔽材の開閉制御を
本発明に係る制御方法で行うよう電動遮蔽装置１を構成した際に、当該複数の遮蔽材が１
以上のスラットを含むときは、そのスラットのチルト動作のモーターについても制御可能
に構成される点に留意する。
【００９０】
　例えば、図８に示すように、横型ブラインドとロールスクリーンなど異種の３以上の遮
蔽装置１‐Ｎ（Ｎは２以上の整数）を全体として１つの制御対象の電動遮蔽装置１として
構成し、本発明に係る制御装置（電源部８、制御部９及び外部入力ＵＩ部１０を備える装
置）を、個別の操作スイッチ４０で直接操作可能にすることや、タッチパネル式操作部を
有するスマートフォンやタブレットなどの携帯端末装置５０‐１，５０‐２で遠隔操作可
能に構成するための中継装置２０内に設けることもできる。
【００９１】
　より具体的には、宅内の制御対象の電動遮蔽装置１として、例えば電動で開閉動作する
、縦型又は横型ブラインド、ロールスクリーン、カーテンレール、たくし上げカーテン、
或いはプリーツスクリーンなどすることができ、図８に示す例では、代表的に横型ブライ
ンドとロールスクリーンが２以上設けられている。
【００９２】
　それぞれの制御対象の電動遮蔽装置１は、１つの中継装置２０に有線接続されている。
中継装置２０は、携帯端末装置５０‐１，５０‐２からの制御コマンドを受信し、対応す
る電動遮蔽装置１のモーター駆動を制御する制御装置（電源部８、制御部９及び外部入力
ＵＩ部１０を備える装置）を備える。例えば、中継装置２０は、宅内で携帯端末装置５０
‐１から無線通信（Ｗｉ－Ｆｉ等）６１による制御コマンドを受信することや、宅外で携
帯端末装置５０‐２から、無線又は有線のネットワーク６４と接続する無線通信路６３を
経て、当該ネットワーク６４と接続される宅内に設置された無線ルーター３０により、無
線通信（Ｗｉ－Ｆｉ等）６２による制御コマンドを受信するよう構成することができる。
【００９３】
　尚、本例における中継装置２０は、制御対象とする電動遮蔽装置１を登録可能なユーザ
ーインターフェースを有し、携帯端末装置５０‐１，５０‐２により、制御対象とする電
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動遮蔽装置１の遠隔制御に関するアプリケーションが保持されたサーバーコンピューター
の機能を持たせることができる。従って、携帯端末装置５０‐１，５０‐２は、この中継
装置２０が機能するサーバーコンピューターにアクセスし、中継装置２０上で動作するア
プリケーションに対して制御コマンドを送り、対応する遠隔制御を実行するようオンデマ
ンド形式で構成するか、又は中継装置２０から当該アプリケーションをダウンロードして
携帯端末装置５０‐１，５０‐２上で動作するアプリケーションを用いて制御コマンドを
送り、対応する遠隔制御を実行するよう構成することができる。
【００９４】
　以上のように、本発明に係る電動遮蔽装置の制御装置は、複数の遮蔽材の開閉動作をそ
れぞれ行うよう設けられた複数のモーターを制御する際に、「開操作」と「閉操作」のう
ちいずれかの開閉操作要求に対して、複数の遮蔽材に対しいずれの遮蔽材を先に動作させ
、いずれの遮蔽材を先に動作させた遮蔽材に追随させるかを複数の遮蔽材の開方向と閉方
向で予め定めた動作仕様で動作するよう構成され、この動作仕様は利用者によって予め定
めた動作種類から選択設定可能とする。これにより、コストの観点や品質管理の観点から
有利となり、一度の開閉操作要求のみで、複数の遮蔽材が所定の動作仕様を基に直ちに動
作するため、操作性が良くなる。
【００９５】
　また、本発明に係る電動遮蔽装置の制御装置は、本発明に係る制御方法として、複数の
遮蔽材のうちいずれか１つの遮蔽材が開閉操作要求に係る動作を開始し完了した後に、他
の遮蔽材のいずれか１つが当該開閉操作要求に係る動作を開始するように遅延動作させる
。これにより、１つの遮蔽材を駆動する程度の電源容量で電源部を構成することもでき、
コストの観点や品質管理の観点から有利となる。
【００９６】
　従って、上述した本発明に係る電動遮蔽装置の制御方法により、利用者の利用形態に合
致可能とするために、無線通信又は有線通信で操作機能を有する操作スイッチ４０や、無
線通信で操作機能を有する携帯端末装置５０‐１，５０‐２等により、当該電動遮蔽装置
の自動開閉操作を可能とし、且つ利用者の要望に応じてその開操作及び閉操作の設定を選
択可能に構成することができる。
【００９７】
　例えば、図９（ａ），（ｂ）には、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置における開
操作を例示している。ここで、図９（ａ），（ｂ）に示す例では、操作スイッチ４０によ
り無線通信で電動遮蔽装置の開操作を行なう例を示している。
【００９８】
　図９（ａ）に示すように、室内側のドレープカーテン１３‐１、及び室外側のレースカ
ーテン１３‐２が閉じている状態（全閉の状態）で、操作スイッチ４０の開ボタンを１回
押すと、ドレープカーテン１３‐１のみが開いた状態（全開の状態）へと自動的に開動作
を行うよう電動遮蔽装置が制御する。
【００９９】
　そして、図９（ｂ）に示すように、室外側のレースカーテン１３‐２が全閉の状態、且
つドレープカーテン１３‐１が全開の状態で、操作スイッチ４０の開ボタンを１回押すと
、レースカーテン１３‐２も開いた状態（全開の状態）へと自動的に開動作を行うよう電
動遮蔽装置が制御する。
【０１００】
　このように、操作スイッチ４０の開ボタンを押すたびに、室内側のドレープカーテン１
３‐１から室外側のレースカーテン１３‐２の順で開操作を行なうことができ、この開操
作の順番に関する設定は、外部入力ＵＩ部１０に設置可能な設定ボタン（図示せず）や当
該操作スイッチ４０等を利用して、利用者によって選択設定するよう構成することができ
る。開操作の設定状態は、制御部９内のメモリ９２に記憶される。従って、本例では、操
作スイッチ４０の開ボタンを押すたびに、室外側のレースカーテン１３‐２から室内側の
ドレープカーテン１３‐１の順で開操作を行なう設定とすることもできる。
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【０１０１】
　また、図１０（ａ），（ｂ）には、本発明による一実施形態の電動遮蔽装置における閉
操作を例示している。ここで、図１０（ａ），（ｂ）に示す例では、操作スイッチ４０に
より無線通信で電動遮蔽装置の閉操作を行なう例を示している。
【０１０２】
　図１０（ａ）に示すように、室内側のドレープカーテン１３‐１、及び室外側のレース
カーテン１３‐２が全開の状態で、操作スイッチ４０の閉ボタンを１回押すと、レースカ
ーテン１３‐２が全閉の状態になり、その後、ドレープカーテン１３‐１が全閉の状態へ
と自動的に閉動作を行うよう電動遮蔽装置が制御する。
【０１０３】
　一方、図１０（ｂ）に示すように、室外側のレースカーテン１３‐２が全閉の状態、且
つ室内側のドレープカーテン１３‐１が全開の状態で、操作スイッチ４０の閉ボタンを１
回押すと、ドレープカーテン１３‐１が全閉の状態へと自動的に閉動作を行うよう電動遮
蔽装置が制御する。
【０１０４】
　このように、閉操作時では、操作スイッチ４０の閉ボタンの１回押しで、ドレープカー
テン１３‐１及びレースカーテン１３‐２の双方が全閉の状態となるよう閉操作を行なう
ことや、操作スイッチ４０の閉ボタンの２回押しで、それぞれ全閉の状態となるよう閉操
作を行なうことを選択することができ、各カーテンの閉操作の順番に関する設定は、外部
入力ＵＩ部１０に設置可能な設定ボタン（図示せず）や当該操作スイッチ４０等を利用し
て、利用者によって選択設定するよう構成することができる。閉操作の設定状態は、制御
部９内のメモリ９２に記憶される。例えば、その閉操作の設定種別の例を図１１に示して
いる。
【０１０５】
　図１１に示すように、閉操作の設定種別における「設定１」では、閉ボタンを１回押す
と、レースカーテン１３‐２からドレープカーテン１３‐１の順に同時動作させることな
く自動的に閉める動作仕様である。一方、「設定２」では、閉ボタンを１回押すとドレー
プカーテン１３‐１からレースカーテン１３‐２の順に同時動作させることなく自動的に
閉める動作仕様である。
【０１０６】
　そして、「設定３」では、操作スイッチ４０の閉ボタンの２回押しで、レースカーテン
１３‐２とドレープカーテン１３‐１の順に同時動作させることなく自動的に閉める動作
仕様であり、即ち、閉ボタンを１回押すとレースカーテン１３‐２のみを閉める動作を実
行させ、閉ボタンをもう１回押すとレースカーテン１３‐２が全閉の状態であればドレー
プカーテン１３‐１を閉め、レースカーテン１３‐２が全閉の状態でなければレースカー
テン１３‐２からドレープカーテン１３‐１の順に自動的に閉める動作仕様である。これ
ら３つの設定種別に限らず、各遮蔽材の動作順位を定めるその他の設定を設けることもで
きる。また、制御対象の遮蔽材は、３枚以上であってもよい。
【０１０７】
　従って、本発明に係る動作仕様は、１回の開閉操作の度に、選択設定された順に複数の
遮蔽材のうちいずれか１つの遮蔽材に対し当該開閉操作要求に係る動作を自動的に実行さ
せる設定を含むよう構成される。例えば、レースカーテン１３‐２とドレープカーテン１
３‐１の２枚の遮蔽材の場合では、１回の開閉操作で一方の遮蔽材を動作させ、動作完了
後、もう１回の開閉操作で他方の遮蔽材を動作させる設定を含むよう構成することができ
る。
【０１０８】
　また、本発明に係る動作仕様は、１回の開閉操作で、選択設定された順に複数の遮蔽材
の全てに対し各遮蔽材の動作開始から完了までの当該開閉操作要求に係る動作を自動的に
繰り返し実行させる設定を含むよう構成される。例えば、レースカーテン１３‐２とドレ
ープカーテン１３‐１の２枚の遮蔽材の場合では、１回の開閉操作で一方の遮蔽材の動作
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よう構成することができる。
【０１０９】
　これにより、上述した本発明に係る電動遮蔽装置の制御方法に関して、利用者の要望に
応じてその開操作及び閉操作の設定を選択可能に構成することができる。
【０１１０】
　以上、特定の実施形態の実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は前述の実施形態
の実施例に限定されるものではなく、その技術思想を逸脱しない範囲で種々変形可能であ
る。特に、制御対象の電動遮蔽装置１は、２以上の遮蔽材と各遮蔽材の開閉動作を行うた
めのモーターを個別に有するものであれば、任意の形態とすることができる。また、上述
した例では、全閉・全開の状態からの動作を例に説明したが、中途状態の開閉状態から動
作を開始させる場合も同様であり、したがって中途状態の開始や停止の電動操作、或いは
手引き操作も許容される。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明によれば、コストの観点や品質管理の観点から有利な態様で、電動遮蔽装置及び
その制御装置を提供することができるので、複数の遮蔽材の開閉を制御する用途に有用で
ある。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　制御対象の電動遮蔽装置
　２‐１　室内側レール
　２‐２　室外側レール
　３‐１　室内側レール用の移送装置
　３‐２　室外側レール用の移送装置
　４‐１　室内側レール用のランナー
　４‐２　室外側レール用のランナー
　５‐１　室内側レール用の先頭ランナー
　５‐２　室外側レール用の先頭ランナー
　６‐１　室内側レール用のモーターユニット
　６‐２　室外側レール用のモーターユニット
　７‐１　室内側レール用のモーター
　７‐２　室外側レール用のモーター
　８　電源部
　９　制御部
　１０　外部入力ユーザーインターフェース（ＵＩ）部
　１１　モーターハーネス
　１２　電源コード
　１３‐１　室内側レール用のカーテン材
　１３‐２　室外側レール用のカーテン材



(19) JP 6800570 B2 2020.12.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 6800570 B2 2020.12.16

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(21) JP 6800570 B2 2020.12.16

【図９】 【図１０】

【図１１】



(22) JP 6800570 B2 2020.12.16

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１－３１００８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公平５－４１１９４（ＪＰ，Ｙ２）　　
              特開２００１－２７５８２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５８－１９０５９６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１１－１１１７６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１４／１２９１３８（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４７Ｈ　　１／００－９９／００
              Ｅ０５Ｆ　１５／００－１５／７９
              Ｅ０６Ｂ　　９／００－　９／９２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

